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岩国地域８市町村合併協議会 提案内容説明資料（第４回協議会） 

会議資料 

ページ 
協定項目名 事務事業等 調整内容に関わる特記事項 ８市町村提案内容 ７市町村提案内容 

Ｐ５ 国民健康保 険事業の取

扱い 

（協定項目１８） 

賦課方式 

 

 

 

 

 

保険料率 

○平成１６年度当初賦課データに基づくシミュレーシ

ョンの結 果 、市 町 村 間 の格 差 に変 動 が生 じ、ま

た、平成１７年度に保険料（税）の改定を予定して

いる市町村もあることから、合併日直近となる平成

１７年度の当初賦課データに基づくシミュレーショ

ンを実施した上で、３方式導入も視野に入れた検

討を行い、賦課方式、不均一賦課対象市町村及

び不均一期間を決定する。 

 

※詳細は、別添参考資料Ｐ６、Ｐ７に記載 

 

(2)賦 課 方 式 については、平 成 １７年 度 の保 険 料

（税）の状況に基づき、所得割、均等割、平等割

の３方式導入も視野に入れた検討を行い、急激な

住民負担増とならないよう、合併時までに調整す

る。 

 

(4)保険料率については、合併日以降最初の賦課

期日をもって、統一する。 

ただし、医療分において、急激な住民負担増と

なる市町村については、国民健康保険基金を財

源として、５年間を限度に段階的な調整を行う。 

(2)賦 課 方 式 については、所 得 割 、資 産 割 、均 等

割、平等割の４方式とする。 

 

 

 

 

(4)保険料率については、合併日以降最初の賦課

期日をもって、統一する。 

ただし、由宇町、美川町及び美和町の医療分

については、急激な住民負担増とならないよう、国

民健康保険基金を財源として、５年間段階的な調

整を行う。 

Ｐ６ 介護保険事業の取扱い 

（協定項目１９） 

保険料 

 

 

 

 

 

 

独自減免 

○合併の期日を平成１８年３月２０日とすることが確

認されたが、保険料は、７市町村の確認内容に基

づき、第３期事業運営期間開始の平成１８年度か

ら統一する。 

 

 

 

○独自減免については、合併後最初の賦課年度と

なる平成１８年度から岩国市の例による。 

(1)保険料については、第３期事業運営期間開始の

平成１８年度から統一する。 

なお、統一する保険料については、介護保険

制度の見直し等も踏まえて、急激な住民負担増と

ならないよう、十分配慮しながら調整する。 

 

 

(2)保険料の独自減免については、平成１８年度か

ら岩国市の例による。 

(1)保険料については、平成１７年度は現行のとおり

とし、第３期事業運営期間開始の平成１８年度か

ら統一する。 

なお、統一する保険料については、介護保険

制度の見直し等も踏まえて、急激な住民負担増と

ならないよう、十分配慮しながら調整する。 

 

(2)保険料の独自減免については、平成１７年度か

ら岩国市の例による。 

 

Ｐ７～ 使 用 料 、 手 数 料 等 の取

扱い 

（協定項目２１） 

手数料 ※手数料総括表による。   

Ｐ１３～ 補 助 金 、 交 付 金 等 の取

扱い 

（協定項目２２） 

補助金、交付金 

 

※補助金、交付金等総括表による。   

Ｐ２４ 水道関係事業の取扱い 

（協定項目２３-１０） 

水道料金及び加入金 ○由宇町については、従来の投資計画の見直しと

岩国市錦見浄水場からの配水による一元的管理

計画の協議が整ったため、速やかに岩国市の料

金に統一するが、玖珂町については、給水区域が

大きく離れ、また、立地条件等から料金にも大きな

差があることから、当分の間現行どおりとする。 

１ 水道事業について 

水道料金及び加入金については、新市に移行

後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。 

ただし、岩国市及び由宇町については、新市に

移行後、速やかに調整する。 

１ 水道事業について 

水道料金及び加入金については、新市に移行

後、速やかに調整する。 

 

 


